
 
 

令和 2 年 12月 14日  

 

  

新型コロナウイルス感染拡大に伴う 

Go To Eat キャンペーン Tokyo の事業停止期間延⾧について 

 
新型コロナウイルス感染拡大を鑑み、感染防止の観点からGo To Eat キャンペーン 
Tokyo 食事券（アナログ・デジタル）の販売及び引換券（スマホ・はがき）の受付
は、東京都からの要請を受け、下記の通り停止期間を延⾧いたします。 

 
 

記 
 

    【食事券（アナログ・デジタル）の販売停止期間】 

（旧）令和2年11月27日（金）～令和2年12月17日（木） 

       （新）令和2年11月27日（金）～令和3年1月11日（月） 

 

    【引換券（スマホ・はがき）の受付停止期間】 

（旧）令和2年11月27日（金）～令和2年12月17日（木） 

       （新）令和2年11月27日（金）～令和3年1月11日（月） 
 

    【食事券利用に関するお願い】 

感染が拡大している状況を踏まえ、Go To Eat キャンペーン Tokyoにて既にご購 

入いただいた食事券のご利用は、令和3年1月11日（月）まで極力控えていただき 

ますようご協力とご理解をお願いいたします。 

 

※今後の感染状況を踏まえ、期間を再度変更する可能性がございます。 

 

以上 

 

Go To Eat Tokyo 食事券発行共同事業体 


